
広報

発 行／佐那河内村役場  〒771-4195 徳島県名東郡佐那河内村下字中辺71-1  TEL.088-679-2111（代）　FAX.088-679-2125 
http://www.vill.sanagochi.lg.jp   E-mail  info＠vill.sanagochi.lg.jp2007.4.15   No.409

人のうごき（平成19年3月31日現在）／人口  2,934人（＋5） 男 1,427人（＋3） 女 1,507人（＋2）・世帯数 919（＋2）

施政方針……2　　佐那河内村振興計画……8　　平成１９年度予算……１１主な内容

覆工完了延長
（平成19年4月1日現在）

964.4m

IP電話番号
村役場代表
議会事務局
教育委員会
社会福祉協議会

5000～5004
5005
5006
5007 ※覆工とは、トンネル工事の仕上げ作業です。

新しい救急搬送車を購入しました。新しい救急搬送車を購入しました。新しい救急搬送車を購入しました。新しい救急搬送車を購入しました。新しい救急搬送車を購入しました。新しい救急搬送車を購入しました。新しい救急搬送車を購入しました。
新・旧車両の引き継ぎ式！

以前の車両は平成9年度に購入したものです。
10年目を迎えた今年、新しい車両へ任務を引き継ぎ
ました。



◉
は
じ
め
に

　

本
村
の
ブ
ラ
ン
ド
農
産

物
で
あ
る
も
も
い
ち
ご
・
大

福
み
か
ん
が
高
値
で
取
引

さ
れ
、
農
家
の
皆
さ
ん
の
努

力
が
実
を
結
ん
で
い
る
こ

と
に
敬
意
を
表
し
ま
す
と

と
も
に
、
村
と
し
て
誠
に
喜

ば
し
い
限
り
で
あ
り
、
う
れ

し
い
ニ
ュ
ー
ス
で
す
。

　

さ
て
、
人
口
減
少
時
代
を

迎
え
、
少
子
化
・
高
齢
化
・
過

疎
化
が
一
段
と
進
み
、
集
落

の
維
持
が
困
難
と
な
る
い

わ
ゆ
る　

限
界
集
落　
の
増

加
が
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
県
、
市
町
村
を
取

り
巻
く
財
政
の
硬
直
化
は
一

段
と
進
み
、
財
政
再
建
団
体

か
ら
の
回
避
の
た
め
の
法
制

度
が
図
ら
れ
よ
う
と
し
て
い

ま
す
。
地
方
自
治
法
・
行
政

改
革
推
進
法
・
健
康
保
険

法
・
教
育
基
本
法
等
各
種
法

律
の
改
正
と
と
も
に
、
制
度

改
正
が
行
わ
れ
、
地
方
交
付

税
の
削
減
、
税
源
移
譲
の
格

差
、
若
年
人
口
の
減
少
に
伴

う
税
収
の
減
少
等
地
方
財
政

は
益
々
厳
し
さ
を
増
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
基
礎
自
治
体
の
規
模
の

検
討
や
広
域
行
政
の
推
進
が
図
ら
れ
て

お
り
、
更
に
道
州
制
の
検
討
な
ど
、
時

代
は
大
き
く
変
化
し
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。
国
は
、
地
域
の
活
性
化
な
く
し
て

国
土
の
活
力
な
し
と
あ
ら
ゆ
る
格
差
の

解
消
に
努
め
た
い
と
言
い
な
が
ら
、
国

土
の
均
衡
あ
る
発
展
か
ら
選
択
と
集
中

へ
方
向
転
換
を
進
め
て
い
ま
す
。

◉
平
成
19
年
度
村
の
主
要
課
題
と
諸
施

　

策
に
つ
い
て

１
．
第
４
次
村
振
興
計
画
基
本
構
想
に

基
づ
く
事
業
推
進

２
．
農
山
漁
村
活
性
化
法
に
基
づ
く
、

村
活
性
化
計
画
の
策
定

３
．
実
質
公
債
比
率
県
下
第
２
位
、

全
国
１
９
９
位
の
高
位
に
あ
る
財
政

再
建
計
画
の
策
定
と
公
表

４
．
小
・
中
学
校
施
設
改
築
計
画
の
検

討
と
基
本
設
計
並
び
に
財
政
計
画
の

作
成

５
．
公
共
施
設
の
老
朽
化
対
策
と
人
口

減
少
に
伴
う
特
別
会
計
簡
易
水
道
事

業
、
集
落
排
水
事
業
な
ど
の
維
持
・

補
修
・
管
理
等
経
費
増
大
対
策

◉
予
算
編
成
に
お
け
る
基
礎
数
値
に
つ
い
て

１
．
人
口　

平
成
17
年
国
勢
調
査　
　

　
　
　
　
　

２
８
０
０
人

　
　

平
成
19
年
３
月
１
日
住
民
登
録

　
　

人
口　

２
９
２
９
人

２
．
人
口
移
動
（
18
年
度
中
）

　
　

増　

出
生
15
人　

転
入
65
人　

　
　
　
　

計
80
人

　
　

減　

死
亡
52
人　

転
出
93
人　

　
　
　
　

計
１
４
５
人　
　

　
　

差
し
引
き　

65
人
の
人
口
減

３
．
児
童
・
生
徒
数

　
　
　
（
平
成
19
年
４
月
１
日
現
在
）

　
　

保
育
所
56
人　

小
学
校
１
０
９

　
　

人　

中
学
校
62
人

４
．
高
齢
者
比
率　

34
・
６
％

　
　

65
〜
74
歳　

４
５
５
人　
　
　

　
　

75
〜
１
０
３
歳
５
５
８
人　

　
　

合
計　

１
０
１
３
人

　
　

全
住
民
平
均
年
齢　

51
・
２
歳

５
．
介
護
認
定
数　

　
　
（
平
成
19
年
３
月
１
日
現
在
）

　
　

・
在
宅
１
０
７
人　

・
施
設
入

　
　

所
57
人　

・
そ
の
他
23
人　

　
　

合
計
１
８
７
人

６
．
一
般
職
員
数

　
　
（
平
成
19
年
４
月
１
日
現
在
）　

　
　

50
人

７
．
起
債
現
債
高
の
状
況

　
　
（
平
成
19
年
３
月
１
日
現
在
）

　
　

一
般
会
計　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

40
億
１
１
２
６
万
４
千
円

　
　

簡
易
水
道
特
別
会
計　
　
　
　

施政方針

　
　
　

10
億
２
４
１
３
万
４
千
円

　
　

農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計

　
　
　

20
億
３
６
６
３
万
３
千
円　

     

合
計

　
　
　

70
億
７
２
０
３
万
１
千
円

　
　

実
質
公
債
費
比
率
20
・
３
％

　
　
（
県
下
２
位
、
全
国
１
９
９
位
）

８
．
基
金
残
高

　
　
（
平
成
19
年
２
月
19
日
現
在
）　

　
　
　

26
億
６
７
１
３
万
９
８
０
円

◉
平
成
19
年
度
新
規
予
算
を
伴
う
事
業

１
．
国
土
調
査
法
に
基
づ
く
国
土
調

査
の
実
施

２
．
山
村
振
興
事
業
の
推
進

３
．
緑
の
協
力
隊
員
受
け
入
れ
事
業

４
．
第
22
回
国
民
文
化
祭
（
平
成
19　

　

年
11
月
3
日
開
催
予
定
）
事
業

５
．
集
落
等
活
性
化
補
助
事
業
（
人

件
費
削
減
効
果
還
元
）

６
．
合
併
浄
化
槽
特
別
推
進
事
業
補

助
金
に
対
す
る
村
単
独
の
上
乗
せ

７
．
さ
な
ご
う
ち
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

結
成
支
援
事
業

８
．
小
・
中
学
校
改
築
基
金
の
創
設

９
．
行
政
座
談
会
の
開
催
（
11
カ
所

程
度
予
定
）

10
．
農
地
取
得
規
制
緩
和
の
検
討

11
．
後
期
高
齢
者
医
療
事
務
広
域
連

合
の
発
足
に
つ
い
て

（要旨）



　

村
議
会
は
、
３
月
12
日
に
開
会
さ
れ
、
平
成
19
年
度
佐
那
河
内
村
一
般
会
計

予
算
ほ
か
５
特
別
会
計
の
当
初
予
算
６
件
、
平
成
18
年
度
一
般
会
計
ほ
か
3
特

別
会
計
の
補
正
予
算
４
件
、
条
例
案
件
12
件
、
単
行
案
件
７
件
、
人
事
案
件
３

件
、
議
員
提
出
議
案
２
件
、
合
わ
せ
て
34
件
の
審
議
を
行
い
、
原
案
ど
お
り
可

決
承
認
し
、
３
月
20
日
に
閉
会
し
ま
し
た
。

３
月
定
例
会

　
議
案
第
１
号　

平
成
19
年
度
佐
那
河
内

　

村
一
般
会
計
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
２
号　

平
成
19
年
度
佐
那
河
内

　

村
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
予

　

算
に
つ
い
て

議
案
第
３
号　

平
成
19
年
度
佐
那
河
内

　

村
簡
易
水
道
特
別
会
計
予
算
に
つ
い

　

て
議
案
第
４
号　

平
成
19
年
度
佐
那
河
内

　

村
老
人
保
健
特
別
会
計
予
算
に
つ
い

　

て
議
案
第
５
号　

平
成
19
年
度
佐
那
河
内

　

村
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計
予

　

算
に
つ
い
て

議
案
第
６
号　

平
成
19
年
度
佐
那
河
内

　

村
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
予
算
に

　

つ
い
て

　
議
案
第
７
号　

平
成
18
年
度
佐
那
河
内

村
一
般
補
正
予
算（
第
５
号
）に
つ
い
て

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
４
億
２
１
４
４

万
４
０
０
０
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出

予
算
総
額
を
27
億
４
０
７
０
万
円
と
し

た
も
の
。

議
案
第
８
号　

平
成
18
年
度
佐
那
河
内

村
簡
易
水
道
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）
に
つ
い
て

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
５
８
０
万
円

を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予
算
総
額
を

１
億
４
６
４
３
万
円
と
し
た
。
国
道
改

良
工
事
に
伴
う
水
道
補
償
工
事
の
減
に

12
．
東
部
処
分
場
に
お
け
る
一
般
廃
棄

物
並
び
に
産
業
廃
棄
物
受
け
入
れ
開

始（
平
成
19
年
4
月
2
日
よ
り
開
始
）

に
つ
い
て

◉
広
域
関
連
事
業
と
し
て

１
．
徳
島
東
部
地
域
市
町
村
懇
話
会
に

お
け
る
参
加
12
市
町
村
合
計
45
万
人

規
模
の
広
域
行
政
推
進
の
検
討

２
．
30
万
人
規
模
を
単
位
と
す
る
消
防

の
広
域
化
の
検
討

３
．
国
道
４
３
８
号
府
能
バ
イ
パ
ス
新

府
能
ト
ン
ネ
ル
を
含
む
５
０
０
０
ｍ

の
完
成

４
．
大
川
原
高
原
一
帯
に
大
型
風
力
発

電
施
設
着
工

５
．
過
疎
対
策
研
究
会
の
発
足　

な
ど

◉
役
場
の
改
革
に
つ
い
て

１
．特
別
職
等
の
給
与
削
減
の
継
続（
村

長
20
％
、
助
役
（
19
年
度
よ
り
副
村

長
）10
％
、課
長
・
主
幹
の
管
理
職
手

当
2
％
を
削
減
）

２
．
議
会
議
員
の
報
酬
削
減
の
継
続

（
10
％
削
減
）

３
．
公
務
員
の
給
与
構
造
の
見
直
し
に

伴
う
一
般
職
員
の
給
与
構
造
の
改
革

の
推
進

４
．
人
員
削
減
に
よ
る
総
人
件
費
の
抑
制

・
村
議
会
議
員
定
数
の
削
減
（
平
成

19
年
度
統
一
選
挙
よ
り
2
人
減
の

10
人
）

・
農
業
委
員
会
委
員
定
数
の
削
減　

（
平
成
17
年
度
よ
り
2
人
減
の
13　　　　
人
）

・
役
場
職
員
の
減
員
（
平
成
14
年
就

任
以
来
、
14
人
削
減
（
う
ち
１
人

は
収
入
役
廃
止
に
よ
る
も
の
）

※
平
成
14
年
度
か
ら
平
成
18
年
度
ま

で
の
人
員
削
減
に
よ
る
総
人
件
費

節
減
額
は
１
億
円
強
を
見
込
ん
で

い
る

・
さ
ら
な
る
課
の
編
制
や
人
員
削
減

の
検
討

５
．
行
財
政
改
革
集
中
プ
ラ
ン
の
実
施

◉
む
す
び
に

　

基
本
構
想『
清
流
・
交
流
・
定
流
』を
受

け
継
ぎ
、　

キ
ラ
リ
輝
く
う
る
お
い
豊
か

な
村
。水
・
土
・
里
を
育
む
村
づ
く
り　

を

基
本
と
し
、過
疎
自
立
促
進
計
画
の
も
と

村
民
憲
章
の
め
ざ
す
方
向
と
併
せ
て
、
行

財
政
改
革
の
さ
ら
な
る
推
進
を
し
ま
す
。

同
時
に
、自
助
・
共
助
・
公
助
・
協
働
の
バ

ラ
ン
ス
を
図
り
、数
あ
る
村
の
宝
物
を
大

切
に
守
り
育
て
、限
ら
れ
た
財
源
を
有
効

に
活
用
し
、集
落
の
維
持
、豊
か
な
田
園

空
間
と
村
の
存
在
価
値
を
発
揮
で
き
る

よ
う
総
合
的
に
取
り
組
ん
で
行
き
ま
す
。

　

村
民
各
位
の
ご
指
導
・
ご
支
援
・
ご

協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。



に
充
て
る
た
め
、
基
金
条
例
を
制
定
す

る
も
の
。

議
案
第
13
号　

佐
那
河
内
村
立
小
学

校
・
中
学
校
校
舎
等
改
築
基
金
条
例
に

つ
い
て

　

将
来
小
・
中
学
校
校
舎
等
の
改
築
に

よ
り
、
財
源
が
不
足
す
る
場
合
、
そ
の

経
費
に
充
て
る
た
め
、
基
金
条
例
を
制

定
す
る
も
の
。

議
案
第
14
号　

佐
那
河
内
村
立
学
校
使

用
条
例
に
つ
い
て

　

小
・
中
学
校
の
屋
内
運
動
場
・
運
動

場
・
教
室
・
ナ
イ
タ
ー
設
備
を
使
用
す

る
場
合
の
手
続
き
及
び
使
用
料
の
徴
収

方
法
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
。

議
案
第
15
号　

特
別
職
の
職
員
で
非
常

勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

　

非
常
勤
特
別
職
の
報
酬
額
を
改
正
す

る
も
の
。

議
案
第
16
号　

職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て
　

平
成
18
年
の
人
事
院
勧
告
に
基
づ

き
、
国
家
公
務
員
に
準
じ
て
所
要
の
改

正
を
す
る
も
の
。

議
案
第
17
号　

佐
那
河
内
村
国
民
健
康

保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

　

基
礎
賦
課
限
度
額
及
び
保
険
税
の
減

額
限
度
額
を
「
53
万
円
」
か
ら
「
56
万

円
」
に
改
正
す
る
も
の
。

議
案
第
18
号　

佐
那
河
内
村
災
害
見
舞

金
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

　

台
風
時
等
に
お
け
る
床
下
浸
水
を
受

け
た
場
合
に
支
給
し
て
い
る
見
舞
金
を

廃
止
す
る
も
の
。

議
案
第
19
号　

佐
那
河
内
村
乳
幼
児
等

医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

医
療
機
関
等
で
の
個
人
負
担
金
を
現

物
給
付
と
す
る
も
の
。

議
案
第
20
号　

佐
那
河
内
村
農
業
集
落

排
水
処
理
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

　

現
行
の
料
金
体
系
で
は
、
財
源
が
不

足
し
維
持
が
困
難
と
な
る
た
め
、
一
般

家
庭
の
使
用
料
を
４
区
分
か
ら
６
区
分

に
細
分
化
し
、
事
業
所
分
使
用
料
に
つ

い
て
も
新
た
な
料
金
体
系
に
改
定
す
る

も
の
。

議
案
第
21
号　

佐
那
河
内
村
簡
易
水
道

等
事
業
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

　

今
後
の
水
道
会
計
の
健
全
な
財
政
運

営
を
図
る
た
め
、
超
過
料
金
を
１
㎥
当

た
り
「
１
３
０
円
」
か
ら
、「
１
４
０
円
」

に
引
き
上
げ
る
も
の
。

議
案
第
22
号　

佐
那
河
内
村
役
場
庁
舎

改
築
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
に
つ

い
て

　

昨
今
の
厳
し
い
財
政
状
況
に
鑑
み
、

役
場
庁
舎
改
築
を
凍
結
し
、
今
後
の
円

滑
な
財
政
運
営
を
行
う
た
め
、
条
例
を

廃
止
す
る
も
の
。

　
議
案
第
23
号　

徳
島
県
市
町
村
総
合
事

務
組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

議
案
第
24
号　

徳
島
県
市
町
村
議
会
議

員
公
務
災
害
補
償
等
組
合
規
約
の
変
更

に
つ
い
て

議
案
第
25
号　

小
松
島
市
外
３
町
村
衛

よ
る
も
の
。

議
案
第
９
号　

平
成
18
年
度
佐
那
河
内

村
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
２
号
）
に
つ
い
て

　

１
９
０
万
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出

予
算
総
額
を
２
億
１
２
２
６
万
円
と
し

た
。
施
設
管
理
に
伴
う
施
設
整
備
工
事

の
減
に
よ
る
も
の
。

議
案
第
10
号　

平
成
18
年
度
佐
那
河
内

村
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
4
号
）
に
つ
い
て

　

２
１
０
万
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出

予
算
総
額
を
３
億
６
０
０
６
万
円
と
し

た
。
職
員
給
与
費
の
減
及
び
費
目
間
の

調
整
を
す
る
も
の
。

　
議
案
第
11
号　

佐
那
河
内
村
建
設
事
業

残
土
処
理
場
条
例
に
つ
い
て

　

公
共
建
設
工
事
等
に
か
か
る
建
設
発

生
土
の
残
土
処
理
場
の
適
正
な
利
用
と

管
理
を
図
る
た
め
、
条
例
を
制
定
す
る

も
の
。

議
案
第
12
号　

佐
那
河
内
村
残
土
処
理

場
運
営
基
金
条
例
に
つ
い
て

　

残
土
処
理
場
の
維
持
・
管
理
の
経
費



質　

集
落
営
農
に
つ
い
て
の
今
後
の
考

え
は
。

答　

国
が
示
し
て
い
る
集
落
営
農
と

い
う
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
形
が
あ

る
。
村
に
は
ど
う
い
う
形
の
集
落

営
農
が
一
番
実
態
に
合
う
の
か
、

さ
ら
に
農
家
や
農
協
と
連
携
を
取

り
な
が
ら
、
今
後
の
営
農
や
農
地

の
保
全
管
理
・
有
効
利
用
・
遊
休

農
地
の
解
消
等
そ
れ
ぞ
れ
の
目
標

に
向
か
っ
て
村
に
即
し
た
や
り
方

で
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

質　

舟
が
さ
こ
の
た
め
池
の
有
効
利
用

に
つ
い
て
の
考
え
は
。

答　

利
用
に
つ
い
て
は
、た
め
池
の
管

理
並
び
に
、
水
利
用
に
つ
い
て
の

合
意
を
得
て
い
く
よ
う
な
機
関
と

し
て
、
利
用
者
等
関
係
者
を
含
む

管
理
委
員
会
を
設
け
、
有
効
に
活

用
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

生
組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

　

地
方
自
治
法
の
改
正
に
伴
い
、
組
合

規
約
の
改
正
が
必
要
と
な
っ
た
た
め
、

関
係
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
を

得
る
も
の
。

議
案
第
26
号　

佐
那
河
内
村
基
本
構
想

に
つ
い
て

　

平
成
18
年
度
か
ら
平
成
27
年
度
を
目

標
年
次
と
す
る
向
こ
う
10
年
間
の
村
づ

く
り
の
基
本
方
向
を
示
し
た
、
第
４
次

佐
那
河
内
村
振
興
計
画
を
策
定
す
る
も

の
。

議
案
第
27
号　

佐
那
河
内
村
道
路
線
の

認
定
に
つ
い
て

　

村
道
田
中
中
下
２
線
ほ
か
２
路
線
を

村
道
に
認
定
す
る
も
の
。

議
案
第
28
号　

佐
那
河
内
村
道
路
線
の

変
更
に
つ
い
て

　

村
道
根
郷
影
支
線
ほ
か
４
路
線
の
起

終
点
を
変
更
す
る
も
の
。

議
案
第
29
号　

佐
那
河
内
村
道
路
線
の

廃
止
に
つ
い
て

　

村
道
中
尾
谷
線
を
廃
止
す
る
も
の

　
議
案
第
30
号　

人
権
擁
護
委
員
候
補
者

の
推
薦
に
つ
い
て

　

佐
河
賢
一
氏
の
再
推
薦
に
同
意
し
た

も
の
。

議
案
第
31
号　

固
定
資
産
評
価
審
査
委

員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

　

多
田
雅
雄
氏
の
再
任
に
同
意
し
た
も

の
。

議
案
第
32
号　

教
育
委
員
会
委
員
の
任

命
に
つ
い
て

　

松
本
茂
紀
氏
の
任
命
に
同
意
し
た
も

の
。

　
議
案
第
１
号　

佐
那
河
内
村
議
会
委
員

会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て

議
案
第
２
号　

佐
那
河
内
村
議
会
会
議

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い

て　
　

　

自
治
法
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正

を
す
る
も
の
。
ま
た
、
併
せ
て
常
任
委

員
会
及
び
特
別
委
員
会
に
副
委
員
長
を

置
く
こ
と
に
伴
う
条
例
・
規
則
を
改
正

す
る
も
の
。

　
質　

財
政
に
つ
い
て
。
①
実
質
公
債
費

比
率
が
18
％
を
超
え
る
自
治
体
の

起
債
に
つ
い
て
は
、
県
の
許
可
制

と
な
る
。
村
は
20
・
３
％
で
許
可

制
と
な
る
こ
と
を
村
長
は
ど
う
受

け
止
め
て
い
る
の
か
。
②
減
債
基

金
と
繰
り
上
げ
償
還
に
つ
い
て
。

③
本
村
の
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
は

他
の
市
町
村
に
比
べ
高
い
位
置
に

あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
人

件
費
の
削
減
に
つ
い
て
。

答　

①
今
ま
で
も
村
は
起
債
の
許
可
を

受
け
、
事
業
を
行
っ
て
き
た
。
事

務
手
続
き
等
で
制
限
、
不
利
益
を

受
け
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
て
い

る
。
②
４
億
３
千
万
円
あ
ま
り
積

み
立
て
て
い
る
減
債
基
金
の
一
部

を
利
用
し
て
、
高
金
利
の
起
債
償

還
を
し
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、

ど
れ
だ
け
繰
り
上
げ
償
還
す
れ
ば

比
率
に
影
響
す
る
の
か
見
定
め
、

財
源
の
留
保
と
の
バ
ラ
ン
ス
を

図
り
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。
③

職
員
の
給
与
は
一
方
的
に
削
減
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
職
員
削

減
と
い
う
形
で
、
人
件
費
の
削
減

に
努
め
て
き
た
。
ま
た
、
特
別
職



質　

村
の
人
口
の
動
態
、産
業
の
問
題
、

環
境
の
変
化
等
、
村
の
現
状
を
ど

の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
か
。

答　

人
口
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
る
た

め
に
、
道
路
整
備
、
上
下
水
道
の

整
備
、
情
報
網
の
整
備
等
、
住
み

よ
い
村
づ
く
り
、
住
み
た
く
な
る

村
づ
く
り
を
進
め
て
き
た
。
土
地

所
有
の
緩
和
と
い
う
問
題
は
残
っ

て
い
る
が
、
今
後
も
定
住
条
件
の

整
備
を
図
っ
て
い
き
た
い
。ま
た
、

農
業
振
興
、
環
境
問
題
に
つ
い
て

は
、
国
が
取
り
組
ん
で
い
る
地
域

再
生
計
画
の
交
付
金
事
業
等
に
取

り
組
み
な
が
ら
、
よ
り
良
い
村
づ

く
り
に
向
け
て
努
力
し
て
い
き
た

い
。

　
質　

３
月
12
日
付
け
で
小
中
学
校
校
舎

等
改
築
推
進
委
員
会
か
ら
答
申
が

提
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
対
す
る

村
長
の
考
え
を
伺
い
た
い
。

答　

改
築
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
努

め
な
が
ら
、
教
育
の
効
果
と
財

政
の
視
点
か
ら
総
合
的
に
検
討
を

進
め
、
で
き
る
だ
け
早
く
議
会
と

建
設
計
画
等
に
つ
い
て
協
議
し
た

い
。

り
出
さ
れ
た
老
齢
者
の
所
得
税
、

地
方
税
上
の
障
害
控
除
の
取
扱
文

書
が
あ
り
、
老
齢
者
に
つ
い
て
は

所
得
税
法
施
行
令
、
地
方
税
法
施

行
令
の
規
定
に
よ
り
、
身
体
障

害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る

者
等
の
他
、
身
体
障
害
者
に
準
ず

る
者
と
し
て
市
町
村
長
の
認
定
を

受
け
て
い
る
者
が
障
害
者
控
除
の

対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
基

づ
き
、
市
町
村
長
が
障
害
者
、
特

別
障
害
者
で
あ
る
こ
と
の
認
定
基

準
、
具
体
的
な
認
定
方
法
が
示
さ

れ
た
要
項
に
基
づ
い
て
村
は
障
害

者
控
除
対
象
者
認
定
書
交
付
事
務

取
扱
要
項
を
作
成
し
て
い
る
。
③

障
害
者
は
所
得
税
法
上
、
限
定
的

に
記
さ
れ
て
お
り
、
介
護
保
険
法

の
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方

に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
施
行
令

に
特
に
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
所

得
税
法
上
の
障
害
者
に
該
当
し
な

い
場
合
は
、
介
護
保
険
法
の
要
介

護
認
定
が
あ
っ
て
も
障
害
者
控
除

の
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
よ
り
、

要
介
護
認
定
と
障
害
者
控
除
を

結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
た

め
、厚
生
労
働
省
の
見
解
と
し
て
、

緩
和
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。

興
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
同

時
に
、
水
資
源
の
涵
養
林
と
し
て

の
役
割
も
果
た
し
て
い
る
。
少
し

ず
つ
山
に
戻
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。
補
助
に
つ
い
て
は
、

今
具
体
的
に
は
考
え
て
い
な
い
。

質　

国
民
健
康
保
険
、
介
護
保
険
に
村

独
自
の
減
免
制
度
を
取
り
入
れ
る

べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
村
長
の
考

え
は
ど
う
か
。

答　

両
保
険
と
も
独
立
採
算
性
と
い
う

特
別
会
計
の
立
場
か
ら
も
、
村
独

自
の
減
免
制
度
を
導
入
す
る
の
は

厳
し
い
と
考
え
て
い
る
。
県
下
で

も
独
自
の
減
免
制
度
を
取
り
入
れ

て
い
る
町
は
な
い
。
保
険
財
政
は

厳
し
い
状
態
で
あ
る
と
同
時
に
、

視
点
を
変
え
れ
ば
、
安
定
的
な
保

険
の
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
も

ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
。　

質　

介
護
認
定
者
の
障
害
者
控
除
認
定

に
つ
い
て
。①
何
人
が
受
け
た
か
。

②
認
定
に
関
す
る
要
項
は
、
何
に

基
づ
い
て
作
っ
た
か
。
③
要
項
緩

和
の
考
え
は
な
い
か
。

答　

①
現
在
２
人
の
方
に
発
行
し
て
い

る
。
②
平
成
14
年
度
8
月
1
日
付

で
厚
生
労
働
省
老
健
局
総
務
課
よ

の
報
酬
削
減
は
、
間
接
的
に
住
民

や
職
員
に
財
政
難
の
意
識
を
持
っ

て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
の
こ

と
。
今
後
職
員
と
も
十
分
協
議
し

な
が
ら
、
財
政
厳
し
い
時
代
を
乗

り
切
っ
て
い
き
た
い
。

　
質　

現
在
９
歳
未
満
児
ま
で
医
療
費
無

料
と
な
っ
て
い
る
が
、
中
学
卒
業

ま
で
拡
大
し
て
は
ど
う
か
。

答　

今
年
度
か
ら
無
料
乳
幼
児
の
年
齢

を
９
歳
未
満
児
ま
で
拡
大
し
た
ば

か
り
な
の
で
、
18
、
19
年
の
経
過

を
見
て
、
次
の
予
算
時
期
に
検
討

し
た
い

質　

水
資
源
確
保
の
観
点
か
ら
、
保
水

力
の
強
い
樹
木
の
植
林
を
進
め

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う

か
。
ま
た
、
植
林
に
対
す
る
補
助

の
考
え
は
。

答　

環
境
へ
の
関
心
が
非
常
に
高
ま
っ

て
い
る
時
期
に
、
保
水
力
の
強

い
樹
木
の
植
林
を
進
め
て
い
く
こ

と
は
、
耕
作
放
棄
地
の
植
林
も
含

め
て
、
非
常
に
大
事
な
こ
と
だ
と

思
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
か
ら
、

大
川
原
は
牧
草
地
と
し
て
畜
産
振



質　

農
業
振
興
策
と
し
て
、
村
単
独
で

ミ
カ
ン
、
ス
ダ
チ
等
の
苗
木
購

入
に
対
し
て
助
成
を
し
て
は
ど
う

か
。

答　

厳
し
い
財
政
状
況
だ
が
、
村
と
し

て
は
応
援
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。
補
助
金
を
出
す
に
は
、

そ
の
基
本
と
な
る
３
か
ら
５
年
後

を
目
標
と
し
た
営
農
計
画
を
農
業

振
興
協
議
会
に
立
て
て
い
た
だ
い

た
上
で
、
農
協
の
計
画
と
も
調
整

を
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
予
算
化

し
て
い
き
た
い
。

質　

財
政
健
全
化
の
推
進
に
つ
い
て
、

実
質
公
債
費
比
率
20
・
３
％
と
県

下
第
２
位
の
位
置
に
あ
る
現
状
の

改
善
策
を
伺
い
た
い
。

答　

実
質
公
債
費
比
率
の
改
善
策
と
し

て
は
、
公
債
費
の
負
担
適
正
化

計
画
の
作
成
に
取
り
組
ん
で
い
る

し
、
今
国
会
で
財
政
健
全
化
法
案

の
提
出
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
そ

れ
ら
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
平
成
17

年
度
に
策
定
し
た
集
中
改
革
プ
ラ

ン
と
も
総
合
的
に
組
み
合
わ
せ
て

再
建
団
体
に
成
ら
な
い
よ
う
今
か

ら
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

質　

平
成
18
年
度
定
例
監
査
結
果
の
講

評
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
各
項
目
へ

の
対
応
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

答　

即
実
行
で
き
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
即
座
に
対
応
し
、
時
間
の
か

か
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
各
課
長

及
び
職
員
と
も
協
議
し
な
が
ら
対

応
し
て
い
き
た
い
。　

質　

現
在
の
ゴ
ミ
集
積
場
の
隣
接
地
を

リ
サ
イ
ク
ル
集
荷
施
設
整
備
の
用

地
と
し
て
取
得
し
、
リ
サ
イ
ク
ル

の
充
実
強
化
と
消
防
設
備
整
備
を

し
て
は
ど
う
か
。

答　

消
防
施
設
整
備
に
つ
い
て
は
、
負

担
金
の
問
題
な
ど
地
元
と
の
調
整

が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。
リ
サ
イ
ク
ル
集
積
場
と
し
て

の
み
な
ら
、
現
在
の
用
地
で
対
応

で
き
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。　

国
保
運
営
協
議
会
〈
農
振
C
〉（
岩
佐
、
尾
山
、
高
木
各
国
保
委
員
）

村
議
会
全
員
協
議
会〈
農
振
C
〉（
全
議
員
）

名
東
郡
自
治
協
会
理
事
会
〈
徳
島
市
〉（
白
木
理
事
）

徳
島
東
部
処
分
場
落
成
式〈
松
茂
町
〉（
仁
羽
議
長
）

佐
那
河
内
中
学
校
卒
業
式〈
佐
中
体
育
館
〉（
全
議
員
）

平
成
１９
年
第
１
回
佐
那
河
内
村
議
会
定
例
会（
開
会
）（
全
議
員
）

平
成
１９
年
第
１
回
佐
那
河
内
村
議
会
定
例
会（
第
２
日
）（
全
議
員
）

平
成
１９
年
第
１
回
佐
那
河
内
村
議
会
定
例
会（
第
３
日
）（
全
議
員
）

平
成
１９
年
第
１
回
佐
那
河
内
村
議
会
定
例
会（
第
４
日
）（
全
議
員
）

佐
那
河
内
小
学
校
卒
業
式〈
佐
小
体
育
館
〉（
全
議
員
）

平
成
１９
年
第
１
回
佐
那
河
内
村
議
会
定
例
会（
最
終
日
）（
全
議
員
）

国
民
文
化
祭
企
画
運
営
委
員
会〈
農
振
C
〉（
仁
羽
、尾
山
、松
長
、中
野
各
委

員
）

名
東
郡
自
治
協
会
定
期
総
会〈
徳
島
市
〉（
白
木
理
事
、
西
岡
監
事
）

村
社
会
福
祉
協
議
会
理
事
会
、評
議
委
員
会〈
農
振
C
〉（
仁
羽
、
尾
山
正
副

議
長
）

平
成
１９
年
３
月
分
例
月
出
納
検
査〈
役
場
〉（
西
川
、
中
野
監
査
委
員
）

徳
島
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
議
会〈
徳
島
市
〉（
仁
羽
議
長
）

徳
島
県
町
村
監
査
委
員
協
議
会
定
期
総
会〈
徳
島
市
〉（
西
川
、
中
野
監
査

委
員
、
吉
本
書
記
）

村
農
業
委
員
会
総
会〈
農
振
C
〉（
長
尾
農
業
委
員
）

小
松
島
市
外
三
町
村
衛
生
組
合
議
会〈
小
松
島
市
〉（
仁
羽
、
松
長
組
合
議

員
）

平
成
１８
年
度
戦
没
者
追
悼
式〈
佐
小
体
育
館
〉（
全
議
員
）

徳
島
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
議
会〈
徳
島
市
〉（
仁
羽
議
長
）

村
健
康
づ
く
り
推
進
協
議
会〈
農
振
C
〉（
仁
羽
議
長
）

議
会
行
事
出
席
報
告
 
3
月

　
　
　
　〈
場
所
〉（
出
席
者
）

１
日

２
日

８
日

１０
日

１１
日

１２
日

１３
日

１４
日

１５
日

１６
日

２０
日

２２
日

同
日

２３
日

２６
日

同
日

２７
日

同
日

同
日

２９
日

同
日

３０
日



○住民と行政の役割分担や主体的な関わりの体制づくり

○地域づくりを支える多様な人材を育む環境づくり

○男女の基本的人権が尊重される社会づくり

○多様な資源を生かした自然と共生する文化的村づくり

○柔軟で計画的・効率的な行財政運営による自主・自律の村づくり

○誰もが安心して暮らし支え合う社会づくり

○福祉を支える人材の養成やネットワークづくり

○地域で子育てを支える環境づくり

○高齢者や障害者が生きがいを感じ自立して暮らせる社会づくり

○医療保険や年金給付の適正な運用による安心づくり

○労働者の雇用促進や福利向上による就労環境づくり

○福祉・保健・医療の連携で生涯にわたり健康で過ごせるシステムづくり

○地域医療と高度医療との連携による体制づくり

○生きる力や個性を伸ばすゆとりの教育環境づくり

○自然環境や農業など地域資源を生かした体験学習の体制づくり

○自ら主体的に学ぶ生涯学習の環境づくり

○歴史を受け継ぎ育む伝承の環づくり

○ライフスタイルにあった生涯スポーツの環境づくり

○農業経営基盤の確立や商工業など地域経済を支える活力ある産業づくり

○豊かな資源を生かした地域の個性化や付加価値づくり

○循環型産業や経営支援システムなどの再構築と体制づくり

○有機農業や減農薬など環境に配慮した生産活動の体制づくり

○農村景観や自然環境と共生する農村づくり

○多様な価値や景観資源としての森林づくり

○産業の多角的連携や商工業の体質強化、活気あふれる街の顔づくり

○生産や生活の歴史など資源を生かした観光づくり

○総合的、計画的な土地利用による村づくり

○生活者を優先した道路整備・環境づくり

○機能的な生活の足の確保や地域情報化の体制づくり

○生活基盤の質の向上や快適な暮らしの環境づくり

○自然と共生する生活環境や住環境づくり

○地域が一体となって取り組む自然環境の保全や景観づくり

○公害の発生防止、ごみ処理や環境美化活動の推進による快適環境づくり

○防災、消防・救急及び防犯体制などの整備や啓発による安心づくり

将来像

キ
ラ
リ
輝
く
　う
る
お
い
豊
か
な
村

〜
水
・
土
・
里
を
育
む
村
づ
く
り
〜

将
来
像
を
達
成
す
る
た
め
５
つ
の
基
本
目
標
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

協
働
の
村
を
育
む

豊
か
な
人
間
性
を
育
む

安
ら
ぎ
の
社
会
を
育
む

活
力
あ
る
産
業
を
育
む

安
心
の
生
活
を
育
む

Ｈ7 Ｈ17 Ｈ27 推計

3,245

2,800

2,399

平成27年（目標人口）

2,800人

◆お問い合わせ先
総務企画課　企画係　　mail：soumu@vill.sanagochi.lg.jp

村振興計画の詳しい内容をお知りになりたい場合は、村ホームページをご覧ください。



「第4次
　佐那河内村振興計画」
   を策定しました。

21世紀新しい時代の潮流

●自然環境の保全

●国際化の進展

●産業構造の変化

●高度情報化社会の進展

●少子・高齢社会の到来

●分権型社会の到来

●共に生きる地域社会の実現

●価値観の多様化

●高速時代への対応

村づくりの基本理念は

●自主・自立の村づくりのための地域経営

●情報提供や参画の機会確保による協働体制の確立

●住民等の自立促進や自主的活動の環境づくり

●村づくりの担い手となる人材の養成

●恵まれた環境や地域資源を生かした産業・経済の

　活力や個性化の創出

●説明責任に基づく役割分担の確立

●事業の選択化や効率的な運営による行財政基盤の

　確立

こ
の
理
念
に
基
づ
き

こ
の
よ
う
な
背
景
を
ふ
ま
え

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Ｓ30 Ｓ40 Ｓ50 Ｓ60

5,112

4,333

3,874
3,644

佐那河内村の人口推計
（単位：人）

資料：Ｓ30～Ｈ17　国勢調査
Ｈ27 推計　国立社会保障・人口問題研究所

『振興計画ってなぁに！？』と思うあなたへ

1 振興計画とは？

2 以下の3つで構成されています。

◎村づくりの最も基本となる重要な計画です。
◎村民と行政の協働による村づくりの指針です。

・基本構想
村の将来像・目標と、そこに至る道筋を描き出しています。

・基本計画
基本構想を具体化するための方針・施策を部門ごとに
定めたものです。

・実施計画
基本計画に基づき、どのように事業を実施していくのか
を、年度ごとに明らかにした計画です。

平成18年度 平成27年度

10年間

（前期）5年間

5年間

5年間

5年間

（後期）5年間

計画期間は5年間で
毎年更新

　村では、昭和47年以来数次にわたり振興計画を策定し、村民の総
意に基づく計画的な村づくりを進めてきました。平成8年度に策定し
た「第3次　佐那河内村振興計画」の期間中における新たな社会情勢
の変化や住民ニーズの多様化に対応し、また、村づくり諸計画との協
調を図り、村民生活の一層の向上に努めるため、平成27年度を目標
年度とした新しい「第4次 佐那河内村振興計画」を策定しました。
　平成18年度から10年間、この新しい計画のもと村の施策が実施さ
れます。



佐那河内村の総合的な財政情報の公表について佐那河内村の総合的な財政情報の公表について佐那河内村の総合的な財政情報の公表について

　地方分権の進展に伴い、地方公共団体の行財政運営については、住民に対する説明責任を果たすことが
ますます重要になるとともに、地方財政の状況が極めて厳しい中で、各団体が住民等の理解と協力を得な
がら財政の健全化を推進していくためには、自らの財政状況についてより積極的に情報を開示することが
求められています。

いては、地方自治法に基づく決算や財政状況の公表など情報開示に努めているところであり、
状況の一覧表を作成し、総合的な財政情報を公表します。

会　計　名

一　　般　　会　　計

通　　会　　計

歳　入 歳　出 形式収支 実質収支 備　考地方債現在高 他会計からの
繰　入　金

（百万円）

2,831

2,831

2

6,633

539

0.16

20.3

3.7

89.6

2

6,515

488

0

118

51

0

118

51

1.90

0.80

8.63

－

－

1,981

2,767

2,767

64

64

53

53

4,233

4,233

0 

0

会　計　名 総収益
（歳入）

総費用
（歳出）

純損益
（形式収支）

不良債務
（実質収支）

備　考地方債現在高 他会計からの
繰　入　金

（百万円）

233

112

352

497

318

235

184

329

492

308

1

3

23

5

10

1

0

23

5

10

1,087

2,137

－

－

－

86

86

28

21

51

簡 易 水 道 特 別 会 計

農業集落排水事業特別会計

国民健康保険事業特別会計

老 人 保 健 特 別 会 計

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

（歳入）

（歳入）

（歳入）

（歳入）

（歳入）

（歳出）

（歳出）

（歳出）

（歳出）

（歳出）

（形式収支）

（形式収支）

（形式収支）

（形式収支）

（形式収支）

（実質収支）

（実質収支）

（実質収支）

（実質収支）

（実質収支）

法非適用企業

法非適用企業

部事務組合名 歳　入
（総収益）

歳　出
（総費用）

形式収支
（純損益）

実質収支
（不良債務） 備　考地方債現在高 当該団体の負担割合

（百万円、％）

議 員 公 務 災 害 補 償 組 合

市 町 村 総 合 事 務 組 合

外3町村衛生組合

力 指 数

実 質 公 債 費 比 率

実 質 収 支 比 率

経 常 収 支 比 率

経常損益
（千円）

資本又は
正味財産
（千円）

当該団体か
らの出資金
（千円）

当該団体か
らの補助金
（千円）

当該団体か
らの貸付金
（千円）

当該団体から
の債務保証に
係る債務残高

当該団体から
の損失補償に
係る債務残高

備　考

（百万円）

用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。
債務が～百万円となるときは、「△～」と表記している。

算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を記入している。

（注）実質公債費比率は、平成18年度の起債協議等手続きにおいて用いる平成15年度から平成17年度の3ヵ年平均である。

1 会計の財政状況会．一般会

2．1 外の特別会計の財政状況外以外

3 する一部事務組合等の財政状況す．関係

4 セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況セ．第三

5 指数指．財政指

（平成17年度決算より）



平
成
19
年
度
予
算

総
額
は 

38
億
2
0
1
7
万
円

村
が
平
成
19
年
度
に
行
う
施
策
や
事
業
の
も
と
に
な
る

平
成
19
年
度
予
算
が
、3
月
定
例
議
会
で
決
ま
り
ま
し
た
。

　
一
般
的
な
施
策
を
進
め
る
一
般
会
計
予
算
は
、
22
億
２
０
０
０
万
円（
前

年
度
比
３
０
０
０
万
円  

１
・
４
％
増
）、国
民
健
康
保
険
事
業
な
ど
の
５
つ

の
特
別
会
計
予
算
の
合
計
は
１６
億
１７
万
円（
前
年
度
比
７
２
４
２
万
円  

４

・
７
％
増
）で
、こ
れ
ら
を
合
わ
せ
た
村
の
予
算
総
額
は
、
38
億
２
０
１
７
万

円（
前
年
度
比
１
億
２
４
２
万
円  

２
・
８
％
増
）と
な
り
ま
す
。

10年間の総額推移状況
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60

47
億
１
３
４
５
万
円

54
億
０
５
０
０
万
円

45
億
９
１
０
８
万
円

45
億
２
７
５
０
万
円

46
億
１
４
７
８
万
円

44
億
４
３
６
６
万
円

46
億
１
１
６
３
万
円

39
億
３
９
２
５
万
円

37
億
１
７
７
５
万
円

38
億
２
０
１
７
万
円

平
成
10
年
度

平
成
11
年
度

平
成
12
年
度

平
成
13
年
度

平
成
14
年
度

平
成
15
年
度

平
成
16
年
度

平
成
17
年
度

平
成
18
年
度

平
成
19
年
度

（億円） （　）は前年対比

（△8.5）

（14.7）

（2.8）

（△15.1）（△1.4） （△3.7）（1.9） （3.8）

（△15.6）
（△5.6）

　
本
村
の
財
政
は
既
に
予
算
規
模
を
遙
か

に
上
回
る
村
債
残
高
（
平
成
１７
年
度
末
現

在
総
額
約
７４
億
円
余
り
（
特
別
会
計
を
含

む
））
を
抱
え
、
そ
の
償
還
に
伴
う
財
政

の
硬
直
化
が
進
ん
で
お
り
、
１７
年
度
決
算

に
お
い
て
新
し
く
導
入
さ
れ
た
実
質
公
債

費
比
率
※
は
、
２０
・
３
％
と
非
常
に
高
い

数
値
と
な
っ
て
い
ま
す
（
県
下
で
２
番
目

に
悪
い
数
値
を
示
す
）。
加
え
て
村
税
等

の
自
主
財
源
が
少
な
く
、
地
方
交
付
税
は

一
般
会
計
の
当
初
予
算
で
、
約
半
分
を
占

め
て
お
り
国
に
大
き
く
依
存
す
る
財
政
構

造
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
後
さ
ら
に
逼
迫

し
た
国
の
財
政
状
況
の
直
接
的
な
影
響
を

受
け
る
と
予
想
さ
れ
、
さ
ら
に
厳
し
い
財

政
運
営
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま

す
。

　
こ
の
た
め
、
前
年
度
に
も
増
し
て
限
ら

れ
た
財
源
の
重
点
的
配
分
と
経
費
支
出
の

効
率
化
に
徹
底
し
、
経
常
経
費
全
般
に
つ

い
て
徹
底
し
た
節
減
合
理
化
を
推
進
す
る

一
方
、
当
面
の
重
点
課
題
で
あ
る
、
少
子

高
齢
化
対
策
、
環
境
問
題
や
新
た
な
地
域

作
り
へ
の
構
築
な
ど
数
多
く
の
課
題
を
勘

案
し
つ
つ
予
算
の
編
成
を
行
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
不
足
す
る
財
源
の
確
保

に
あ
た
っ
て
は
、
国
・
県
等
補
助
金
を
可

能
な
限
り
見
込
む
ほ
か
、
各
種
基
金
（
貯

金
）
の
取
崩
し
（
本
年
度
は
３
億
３
千
万

円
余
り
）に
よ
っ
て
賄
う
こ
と
と
し
て
お

り
、基
金
残
高
は
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ

て
お
り
ま
す
。
（
昨
年
度
も
当
初
予
算
に

３
億
円
余
り
基
金
を
取
り
崩
さ
な
い
と
予

算
が
編
成
で
き
な
い
状
況
で
し
た
。
こ
れ

は
一
般
会
計
で
３
億
円
余
予
算
が
足
り
な

い
と
い
う
危
機
的
な
状
況
で
す
。）

　
今
後
と
も
、

毎
年
恒
常
的
に

多
額
の
一
般
財

源
不
足
が
見
込

ま
れ
る
た
め
、

新
た
な
視
点
か

ら
抜
本
的
な
行

財
政
改
革
を
実

施
し
、本
村
の
財

政
の
健
全
化
に

努
め
ま
す
。

※
実
質
公
債
費
比

率
と
は
、
基
本
的

に
分
子
に
村
債（
借

金
）の
元
利
償
還
金

（
公
債
費
）を
置
き
、

分
母
に
標
準
財
政

規
模
を
置
い
て
求

め
ま
す
。
分
子
の

元
利
償
還
金
に
は
、

一
般
会
計
分
は
も

と
よ
り
、
簡
易
水

道
事
業
や
農
業
集

落
排
水
事
業
で
支

払
う
元
利
償
還
金

へ
の
一
般
会
計
か

ら
の
繰
出
金
や
、

一
部
事
務
組
合
へ

の
公
債
費
類
似
経

費
も
算
入
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、連
結
決
算

の
考
え
方
を
導
入
し
て
求
め
ら
れ
る
比
率
で
す
。

　
こ
の
比
率
は
１８
％
を
超
え
る
と
起
債
許
可
団

体
と
な
り
、
２５
％
を
超
え
る
と
起
債
制
限
団
体

と
な
り
、
著
し
く
起
債
の
新
規
発
行
を
制
限
さ

れ
ま
す
。

〈一般会計＋特別会計＝当初予算額〉



自

歳　入
22億

2,000万円

依

存

主財

財

源

源
（73.5％）

（26.5％）

繰入金
14.9％

3億3,046万円

分担金・負担金・使用料及び手数料　1.3％　2,881万円
財産収入　0.7％　1,607万円

繰越金・その他　1.5％　3,308万円
村税　8.1％　1億7,966万円

国庫支出金　
3.4％　7,483万円

地方譲与税等　
4.9％　1億900万円

県支出金　
7.0％　
1億5,434万円

村債
8.7％
1億9,375万円

地方交付税
49.5％
11億円

歳　出
22億

2,000万円

議会費  1.6％　
3,635万円 災害復旧費　0.9％　1,880万円

2億607万円

諸支出金　0.5％ 1.161万円

商工費　1.2％　2,666万円
消防費  1.0％　2,269万円

予備費　0.3％　577万円

農林水産業費
14.0％

3億1,054万円

総務費 
21.0％

4億6,691万円

公債費
22.7％

5億378万円

土木費  7.7％
1億7,194万円

民生費
14.3％

3億1,676万円

教育費  5.5%
1億2,212万円

衛生費  9.3％

平成19年度  会計別予算の概要
伸び率は前年度当初予算対比　△はマイナス

区　　分

総　　　　　額

一　般　会　計

特　別　会　計

簡 易 水 道

老 人 保 健

介護保険事業

国 民 健 康
保 険 事 業

農 業 集 落
排 水 事 業

38億2,017万円

22億2,000万円

16億17万円

4億630万円

1億3,696万円

5億440万円

2億400万円

3億4,851万円

2.8

1.4

4.7

22.8

△10.0

4.5

△2.7

△1.1

予　算　額 伸び率（％）

【
歳
　
入
】

　
歳
入
予
算
構
成
グ
ラ
フ
を
見
て
く
だ
さ

い
。
村
税
や
繰
入
金
（
積
み
立
て
た
基
金

（
貯
金
）か
ら
取
り
崩
し
、
歳
入
予
算
に
計

上
）
な
ど
村
独
自
の
収
入
で
あ
る
自
主
財

源
は
、
５
億
８
８
０
８
万
円
で
全
体
の
２６

・
５
％
を
占
め
て
い
ま
す
。
残
り
の
収
入

は
地
方
交
付
税
、
村
債
、
国
・
県
支
出
金
な

ど
の
依
存
財
源
で
１６
億
３
１
９
２
万
円
、

７６
・
３
％
で
す
。

　
平
成
１９
年
度
の
村
税
は
、
前
年
度
に
比

べ
２
７
９
８
万
円
の
増
額
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
主
に
住
民
税
の
定
率
減
税
の
廃
止

に
よ
る
も
の
で
す
。

　
し
か
し
、
繰
入
金
の
中
の
財
政
調
整
基

金
か
ら
の
繰
入
に
つ
い
て
は
、
財
源
不
足

を
補
う
た
め
に
３
０
０
０
万
円
増
額
し
３

億
３
０
０
０
万
円
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

　
歳
入
の
４９
・
５
％
を
占
め
る
地
方
交
付

税
は
、
地
方
の
財
政
状
況
に
応
じ
、
国
が

一
定
の
基
準
で
交
付
す
る
お
金
の
こ
と
で

す
。
ま
た
、
村
の
借
金
で
あ
る
村
債
は
１

億
９
３
７
５
万
円
計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
歳
　
出
】

　
歳
出
予
算
構
成
グ
ラ
フ
を
見
て
く
だ
さ

い
。

　
村
債
の
償
還
に
伴
う
公
債
費
が
最
も
大

き
な
経
費
と
な
っ
て
お
り
、
５
億
３
６
３

万
円
計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。
償
還
の
ピ
ー

ク
は
今
現
在
、
平
成
２１
年
度
で
あ
り
今
後

も
歳
出
の
４
分
の
１
近
く
を
占
め
る
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
。
続
い
て
、
総
務
費
４
億

６
６
９
１
万
円（
職
員
の
人
件
費
等
）、
民

生
費
３
億
１
６
９
１
万
円
（
介
護
保
険
事

業
、
障
害
者
福
祉
対
策
、
乳
幼
児
医
療
費

助
成
等
）、
農
林
水
産
業
費
３
億
１
０
５

４
万
円
、（
元
気
な
地
域
づ
く
り
事
業
、

鳥
獣
害
対
策
事
業
、
中
山
間
直
接
支
払
事

業
等
）と
続
き
ま

す
。
ま
た
、
新

た
に
今
年
度
は

土
木
費
の
中
に
、

国
土
調
査
も
含

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
ほ
か
に
、
衛

生
費
、
土
木
費
、

教
育
費
、
消
防

費
、
議
会
費
、

災
害
復
旧
費
、

商
工
費
、
諸
支

出
金
、
予
備
費

が
計
上
さ
れ
て

い
ま
す
。

一
般
会
計
予
算
を

　
　
歳
入
・
歳
出
別
に
み
る
と



一
般
会
計
予
算
を

　
　
　
　
性
質
別
に
み
る
と

・ 自主財源
　村税や保育料・分担金・負担金・使用
料や手数料・繰入金など村が自主的に
調達できるお金のことです。

・ 依存財源
　地方交付税や国・県支出金など、国や
県から村に入ってくるお金のことです。ま
た、県知事の許可を受けて借り入れる村
債も含まれます。

・ 義務的経費
　人件費、扶助費、公債費の合計をい
い、支出が義務づけられており、任意に削
減できない経費のことです。この経費の
占める比率が低いほど財政構造の弾力
性が確保できていることになります。

・ 投資的経費
　道路や建物の整備などの経費で、その
支出の効果が将来にわたって継続するも
のをいいます。災害復旧事業なども含ま
れます。

・ 人件費
　議員報酬、委員等報酬、特別職の給
与、職員の給与、地方公務員共済組合
負担金、退職手当組合負担金、災害補
償費、職員互助会等の合計をいいます。

・ 扶助費
　生活保護法、児童福祉法、老人福祉
法等の社会保障関連法に基づき、高齢
者、児童、障害者等に対して行う扶助
（援助）の経費のことです。

・ 公債費
　地方債の元利償還金、一時借入金利
子などの経費のことです。地方債の発行
等による借り入れは後年度の公債費の
増加要因となります。

・ 物件費
　人件費に計上されたもの以外の賃金、
旅費、交際費、需用費、役務費、備品購
入費、委託料等の合計をいいます。

・ 補助費等
　一部事務組合や他の公共団体、各種
団体への補助金や負担金などの経費を
いいます。

・ 繰出金
　一般会計から特別会計への資金の繰
り入れのことをいいます。本村では、５つの
特別合計に繰り出ししています。

用語解説

公債費
5億378万円
22.7％

義務的経費
11億734万円
49.9％

その他の経費
8億3,474万円
37.6％

投資的経費投資的経費
2億7,7927,792万円万円
12.512.5％

投資的経費
2億7,792万円
12.5％

物件費
1億8,939万円
8.5％

補助費等
1億8,465万円
8.3％

人件費
4億9,360万円
22.2％

普通建設事業
2億6,112万円
11.8％

繰出金
4億1,712万円
18.8％

扶助費  1億996万円  5.0％災害復旧事業  1,680万円  0.8％

維持補修費  2,230万円  1.0％

積立金  1,138万円  0.5％

予備費  577万円  0.3％
貸付金  410万円  0.2％

投資及び出資金  3万円  0.0％

　
性
質
別
予
算
構
成
グ
ラ
フ
を
見
て
く

だ
さ
い
。
職
員
等
の
人
件
費
や
借
金
の

返
済
で
あ
る
公
債
費
、
乳
幼
児
医
療
費

等
の
扶
助
費
を
合
わ
せ
た
義
務
的
経
費

は
、
歳
出
全
体
の
半
分
を
占
め
、
そ
の

中
で
も
公
債
費
・
扶
助
費
に
つ
い
て
は
、

年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
特
に
公

債
費
は
、
償
還
ピ
ー
ク
が
平
成
２１
年
度

で
あ
り
今
後
も
償
還
に
伴
う
経
費
は
増

大
し
ま
す
。
し
か
し
人
件
費
に
つ
い
て

は
、
職
員
数
や
議
員
定
数
の
減
少
等
に

伴
い
年
々
減
少
し
て
い
ま
す
。
義
務
的

経
費
全
体
で
前
年
度
と
比
べ
△
２
７
９

３
万
円
、
△
２
・
５
％
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。

　
次
に
投
資
的
経
費
で
す
が
、
こ
れ
も

大
型
公
共
事
業
の
完
了
等
に
よ
り
減
少

傾
向
で
あ
り
、
前
年
度
予
算
と
比
べ
△

１
４
６
３
万
円
、
△
５
・
０
％
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。
今
後
も
、
小
中
学
校
校

舎
等
改
築
事
業
の
進
展
や
突
発
的
な
災

害
に
よ
る
復
旧
事
業
等
以
外
は
減
少
傾

向
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
最
後
に
、
そ
の
他
の
経
費
で
す
が
、

主
に
は
、特
別
会
計
へ
の
繰
出
金
や
、需

用
費
・
役
務
費
等
の
物
件
費
、
各
種
団

体
へ
の
補
助
費
等
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

そ
の
中
で
半
分
を
占
め
る
繰
出
金
に
つ

い
て
は
、
年
々
増
加
傾
向
で
あ
り
、
特

に
簡
易
水
道
事
業
や
農
業
集
落
排
水
事

業
の
公
債
費
に
充
当
す
る
繰
出
金
増
加

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
国
民
健
康
保
険

事
業
や
老
人
保
健
事
業
・
介
護
保
険
事

業
へ
の
繰
出
金
も
増
加
し
て
お
り
、前

年
度
予
算
と
比
べ
、
４
０
０
７
万
円
、

１０
・
６
％
の
増
額
に
な
っ
て
い
ま
す
。

物
件
費
・
補
助
費
等
も
今

年
度
は
増
加
し
て
お
り
、

そ
の
他
の
経
費
全
体
で
は

前
年
度
予
算
に
比
べ
、
７

２
５
６
万
円
９
・
５
％
の

増
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。



　3月議会で審議をいただいておりました農業集落排水使用料、簡易水道使用料は次のようになりました。

　引き続き、汚水処理場・簡易水道施設などの経費削減や使用料収入の確保など、さらなる経費改善を図

り、将来にわたり安定した事業経営をめざし、各整備の推進や処理場などの施設の維持管理に万全を期し、

生活環境の改善や河川の水質保全などにより、健康で快適なむらづくりに努めてまいりますので、使用料

値上げについてご理解下さいますようお願いいたします。

◎農業集落排水使用料

◎簡易水道使用料

1）一般家庭
　① 基本料金　月額500円（変更なし）
　② 人員割（月額）

2）事業所など
　① 基本料金　月額500円（変更なし）
　② 事業所割（月額）

3）集落集会所など　月額500円（変更なし）

1）基本料金 2）超過料金

　③ 業務用（飲食店など）については、営業区分により、月額3,000円、2,000円、
　　 1,000円を加算する。（変更なし）

区　分
人　員

し尿雑排水（改訂前）

し尿雑排水（改訂後）

1　人 2　人 3　人 4　人 5　人 6人以上

1,500円

1,500円

2,500円

2,600円

3,000円

3,200円

3,500円

3,700円

3,500円

3,800円

3,500円

3,900円

区　分
人　員

使用料（改訂前）

使用料（改訂後）

使用料（改訂前）

使用料（改訂後）

1～10人 11～20人 21～40人 41～60人 61～100人 101人以上

4,500円

4,500円

130円

140円

7,500円

8,500円

11,500円

14,500円

19,500円

29,500円

29,500円

49,500円

39,500円

59,500円

農業集落排水使用料、農業集落排水使用料、
簡易水道使用料の値上げについて簡易水道使用料の値上げについて（お知らせ）お知らせ）

農業集落排水使用料、農業集落排水使用料、
簡易水道使用料の値上げについて簡易水道使用料の値上げについて（お知らせ）お知らせ）

農業集落排水使用料、農業集落排水使用料、
簡易水道使用料の値上げについて簡易水道使用料の値上げについて（お知らせ）お知らせ）

農業集落排水使用料、
簡易水道使用料の値上げについて（お知らせ）

平成19年度から21年度の期間中に限り、合併浄化槽設置に対する補助金を上乗せします。
◆条　　件　農業集落排水事業採択区域外の地域
◆補助金額　5人槽　従来43万円のところを50万円、6～7人槽　従来54万円のところを60万円
◎浄化槽の設置を希望される方は、健康福祉課までご相談ください。

合併浄化槽特別推進事業のお知らせです。合併浄化槽特別推進事業のお知らせです。合併浄化槽特別推進事業のお知らせです。





1F

2F

課の配置と仕事課の配置と仕事

ト
イ
レ

会
議
室

1Fへ→
3Fへ→

会　議　室放
送
室

総務企画課

村 長 室

住　民　課

2Fへ→

トイレ
財政・人事・条例・総合計画・広報・
消防防災・防災無線・交通安全・
情報公開・用務

戸籍・住民基本台帳・埋火葬許可・国民年金・人権・選挙事務
・村営住宅・村税（住民税・固定資産税・軽自動車税ほか）・
国民健康保険・老人医療・介護保険（賦課）・統計事務

　　　　　林　　利之
主　　査　山本　利也
主　　査　東條　浩文
係　　長　住友　桂子
係長（出納員）　山岡　　忍
主　　事　角田　寛子
主　　事　森　　貴浩

教育次長　麻植　春一
係　　長　太尾　勝利
主　　事　岡本　由之

用　務　員　長江真里子
用　務　員　福井　勝子

課　　長　大西　　整
主　　幹　松下　　弘
係　　長　下岡　　徹
係　　長　青木　和代

係　　長　上野　浩嗣
事務主任　梶本　佳史
主　　事　瀧倉　裕介
主　　事　伊原　和代

村長　松　尾　　肇

お気軽にお越しください。

総務企画課長事務取扱

IP電話番号：代表5000～5004



村役場 課の配置と仕事課の配置と仕事課の配置と仕事課の配置と仕事課の配置と仕事

●

会　議　室
教育長室

議会事務局

産業建設課 健康福祉課

出　納　室

正面玄関

副村長席　

村民ルーム

教育委員会事務局

農林水産振興・商工観光・有害鳥獣・
村道・橋りょう・河川・農道・林道
県営事業・災害復旧・用水路・
農業委員会事務

高齢者福祉・障害者福祉・乳児医療・児童福祉・
民生委員・生活保護・保育所・母子保健・
老人保健・予防接種・救急搬送・介護保険
（資格・給付・予防）・犬の登録・集落排水・
簡易水道・公害対策・廃棄物処理

出納事務

AED設置場所

議会事務・監査事務兼任会計管理者

課　　長　原　　仁志
主　　幹　河野富士子
課長補佐　多田　　実
課長補佐　富永　政明
課長補佐　松山　健児
主　　査　梯　　卓義

主　　査　橘　　孝治
技術主任　仲　　弘志
技術主任　日下　洋志
主　　事　松田　大悟
主　　事　尾山　智美

学校教育・社会教育・人権教育・
社会体育・文化財・国際交流

課　　長　笠井　博美
課長補佐　森脇　繕輝
課長補佐　松下　祐子
主　　査　安藝　　肇
係　　長　橘　　公司

事務主任　西村　一義
事務主任　安冨　圭司
保　健　師　佐藤　享恵
主　　事　森河　　健
主 　 事　岩野　高大

事務主任　谷　　慎也

事務局長　吉本　恒

副村長

林　  利 之

教育長

小谷　洋二

（出納員）

IP5006

IP5005



国民
年金

　
納付には、納め忘れのない 
　口座振替　が便利です。

国民年金保険料は
納期を守って
納めましょう!

受
給
権
者
の
申
出
に
よ
る
支
給
停
止

遺
族
厚
生
年
金
の
見
直
し

70
歳
以
上
の
被
用
者
の
老
齢
厚
生
年
金
の
給
付
調
整

65
歳
以
降
の
老
齢
厚
生
年
金
の
繰
下
げ
制
度

離
婚
時
の
厚
生
年
金
の
分
割
制
度

　　
離
婚
時
の
厚
生
年
金
の
分
割
制
度
は
、
平
成
１９
年
4
月
1
日
以
後
に
離
婚
な
ど
を

し
た
場
合
に
お
い
て
、
離
婚
な
ど
を
し
た
当
事
者
間
の
合
意
又
は
裁
判
手
続
に
よ
り

分
割
割
合
を
定
め
た
と
き
に
、
そ
の
当
事
者
の
一
方
か
ら
の
請
求
に
よ
っ
て
、
婚
姻

期
間
中
の
保
険
料
納
付
記
録
を
当
事
者
間
で
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

◆
平
成
１９
年
4
月
1
日
以
後
に
、
離
婚
し
た
場
合
又
は
事
実
婚
関
係
が
解
消
し
た
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
分
割
割
合
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間
で
の
話
し
合
い
に
よ
り
定
め
る
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、
当
事
者
間
で
合
意
に
至
ら
な
い
場
合
、
当
事
者
の
一
方
が
家
庭
裁
判
所

に
対
し
て
申
立
て
を
し
、
裁
判
手
続
き
に
よ
っ
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
保
険
料
納
付
記
録
と
は
、
厚
生
年
金
保
険
料
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
標
準
報
酬

（
標
準
報
酬
月
額
と
標
準
賞
与
額
）
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

◆
保
険
料
納
付
記
録
の
分
割
は
、
当
事
者
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
期
間
の
保
険
料
納
付
記

録
を
現
在
価
値
に
換
算
し
た
額
の
総
額
（
対
象
期
間
標
準
報
酬
総
額
）
を
算
出
し

て
、
そ
の
額
の
多
い
方
か
ら
少
な
い
方
に
対
し
て
保
険
料
納
付
記
録
の
一
部
を
分

割
す
る
も
の
で
す
。

◆
分
割
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
請
求
期
限
が
定
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
、
離

婚
し
た
場
合
は
、
原
則
と
し
て
、
離
婚
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
2
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。

◆
あ
ら
か
じ
め
分
割
の
た
め
の
分
割
割
合
を
決
め
る
た
め
に
必
要

な
情
報
を
把
握
し
て
お
き
た
い
場
合
は
、
離
婚
時
の
分
割
後
の

年
金
見
込
み
額
な
ど
の
情
報
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　　
平
成
１２
年
改
正
で
６０
歳
台
後
半
の
在
職
老
齢
年
金
の
制
度
が
導

入
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
老
齢
厚
生
年
金
の
繰
下
げ
支
給
の
制
度
が

廃
止
さ
れ
ま
し
た
が
、
今
後
は
高
齢
者
の
就
労
が
進
む
こ
と
か
ら
、
改
め
て
支
給
開
始
年

齢
の
繰
下
げ
が
行
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
方
で
、
６６
歳
に
達
す
る
前
に
老
齢
厚
生
年
金
の
請

求
を
し
て
い
な
け
れ
ば
、
支
給
の
繰
下
げ
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
６５
歳
に
達
し
た
と
き
に
老
齢
厚
生
年
金
を
除
く
他
の
年
金
給
付
の
受
給
権
者

で
あ
っ
た
場
合
や
、
６６
歳
に
達
す
る
ま
で
の
間
に
老
齢
給
付
を
除
く
他
の
年
金
給
付
の
受

給
権
者
と
な
っ
た
場
合
は
、
支
給
の
繰
下
げ
を
申
し
出
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
繰
下
げ
加
算
額
は
、
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま

で
の
被
保
険
者
期
間
を
基
礎
に
し
て
計
算
し
た
老
齢
厚
生
年
金
の
額
と
、
在
職
老
齢
年
金

に
よ
り
支
給
調
整
さ
れ
た
後
の
額
を
勘
案
し
て
、政
令
で
定
め
る
額
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、施
行
日
前
に
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
る
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　　
７０
歳
以
上
で
在
職
し
て
い
る
方
に
、
現
行
の
６０
歳
台
後
半
の
在
職
老
齢
年
金
の
仕
組
み

が
適
用
さ
れ
ま
す
。
総
報
酬
月
額
相
当
額
と
老
齢
厚
生
年
金
基
本
月
額
の
合
計
が
４８
万
円

を
超
え
た
場
合
、
超
え
た
額
の
1
／
2
相
当
額
に
つ
い
て
、
老
齢
厚
生
年
金
が
支
給
停
止

さ
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
厚
生
年
金
保
険
料
の
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
施
行
日
に
お
い
て
７０
歳
以
上
の
方（
昭
和
１２
年
4
月
1
日
以
前
生
ま
れ
の
方
）は
、

適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

　◆
６５
歳
以
上
の
遺
族
配
偶
者
の
年
金
は
、
自
身
の
納
め
た
老
齢
厚
生
年
金
が
全
額
支
給
さ

れ
る
仕
組
み
と
な
り
ま
す
。

◆
子
の
い
な
い
３０
歳
未
満
の
妻
へ
の
遺
族
厚
生
年
金
は
5
年
間
の
有
期
給
付
と
な
り
ま
す
。

◆
中
高
齢
寡
婦
加
算
の
支
給
対
象
が
、
夫
の
死
亡
時
に
40
歳
以
上
の
妻
と
な
り
ま
す
。

　　
年
金
受
給
権
者
が
、
自
ら
の
申
出
に
よ
り
、
年
金
を
全
額
支
給
停
止
す
る
措
置
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
で
す
。
な
お
、
年
金
の
支
給
停
止
解
除
は
、
自
ら
の
意
思
に
よ

り
将
来
に
向
か
っ
て
い
つ
で
も
可
能
で
す
。

年
金
制
度
改
正

年
金
制
度
改
正

年
金
制
度
改
正

平
成
１９
年
４
月
か
ら
実
施
さ
れ
る

改
正
内
容
に
つ
い
て

学
生
の
皆
さ
ん
！

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
を
ご
存
知
で
す
か
？

「
特
別
障
害
給
付
金
の
請
求
」
は
お
済
み
で
す
か
？



年
金
制
度
改
正

　
国
民
年
金
は
２０
歳
か
ら
６０
歳
ま
で
の
す
べ
て
の
方
が
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　
し
か
し
、
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
学
生
に
は
、
本
人
の
前
年
の
所

得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
保
険
料
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ

り
ま
す
。

■
対
象
と
な
る
学
生

　
大
学（
大
学
院
）・
短
大
・
高
等
学
校
・
高
等
専
門
学
校
・
専
修
学
校
お
よ
び
各
種
学
校

（
知
事
の
認
可
を
受
け
て
い
る
学
校
で
修
業
年
限
が
１
年
以
上
で
あ
る
課
程
）
に
在
学
す

る
２０
歳
以
上
の
学
生
で
、
学
生
本
人
の
前
年
の
所
得
が
１
１
８
万
円
以
下
で
あ
る
と
き
。

■
手
続
き

　
在
学
証
明
ま
た
は
学
生
証
の
写
し
、
年
金
手
帳
、
印
鑑
を
お
持
ち
に
な
り
、
住
民
登
録

を
し
て
い
る
市
町
村
役
場
国
民
年
金
担
当
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
（
毎
年
申
請
手

続
き
が
必
要
で
す
。）

■
承
認
を
受
け
た
期
間

　
学
生
納
付
特
例
期
間
中
の
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
故
に
あ
っ
た
場
合
に
は
、障

害
基
礎
年
金
ま
た
は
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
学
生
納
付
特

例
期
間
は
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金
の

年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

■
保
険
料
の
追
納
制
度

　
承
認
さ
れ
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
と
き
に
比
べ
、
受
け
取
る

年
金
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
期
間
は
１０
年
以
内
で
あ
れ
ば
、あ
と

か
ら
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
追
納
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
保
険
料

の
免
除
も
し
く
は
納
付
猶
予
を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
3
年
度
目
以
降
に

保
険
料
を
追
納
す
る
場
合
に
は
、
承
認
を
受
け
た
当
時
の
保
険
料
額
に
経
過
期
間
に
応
じ

政
令
で
定
め
る
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　　
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
障
害
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い

な
い
障
害
者
の
方
に
つ
い
て
、
福
祉
措
置
と
し
て
「
特
別
障
害
給
付
金
」
が
支
給
さ
れ
ま

す
。
こ
の
給
付
金
は
請
求
書
を
受
付
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
の
支
給
と
な
り
ま
す
の
で
、

請
求
手
続
き
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
お
早
め
に
請
求
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
特
別
障
害
給
付
金
の
対
象
者
は

■
平
成
3
年
3
月
以
前
の
国
民
年
金
任
意
対
象
で
あ
っ
た
学
生

■
昭
和
６１
年
3
月
以
前
の
国
民
年
金
任
意
加
入
対
象
で
あ
っ
た
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
等

　
に
加
入
し
て
い
た
方
の
配
偶
者

で
あ
っ
て
、
任
意
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
期
間
中
に
生
じ
た
傷
病
が
、
現
在
、
障
害
基
礎

年
金
の
1
・
2
級
相
当
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
方
。
た
だ
し
、
６５
歳
に
達
す
る
日
の
前
日

ま
で
に
当
該
障
害
状
態
に
該
当
す
る
方
に
限
ら
れ
ま
す
。

学
生
の
皆
さ
ん
！

学
生
の
皆
さ
ん
！
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？

学
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納
付
特
例
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度
」
を
ご
存
知
で
す
か
？

「
特
別
障
害
給
付
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の
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お
済
み
で
す
か
？

「
特
別
障
害
給
付
金
の
請
求
」
は
お
済
み
で
す
か
？

学
生
の
皆
さ
ん
！

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
を
ご
存
知
で
す
か
？

「
特
別
障
害
給
付
金
の
請
求
」
は
お
済
み
で
す
か
？

「
労
働
保
険
の
年
度
更
新
の
お
知
ら
せ
」

事
業
主
各
位

徳
島
労
働
局

　
平
成
１９
年
度
の
労
働
保
険
の
年
度
更
新
の
時
期
が
き
ま
し
た
。

　
平
成
１８
年
度
分
の
確
定
保
険
料
と
、
平
成
１９
年
度
分
の
概
算
保
険
料
の

申
告
・
納
付
手
続
き
を
、
「
労
働
保
険
確
定
・
概
算
保
険
料
申
告
書
」
に
よ
り

５
月
２１
日（
月
）ま
で
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

　
年
度
更
新
に
つ
い
て
は
、
徳
島
労
働
局
　
労
働

保
険
徴
収
室
（
Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
８
８
―

６
５
２
―

９
１
４

３
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。



乳幼児等医療費助成制度受給方法変更について（お知らせ）

33歳以上歳以上9歳未満児も現物給付に！歳未満児も現物給付に！3歳以上9歳未満児も現物給付に！
　平成19年4月1日から、3歳以上9歳未満児の受給方法が変わりますのでお知らせいたします。
現在は、医療機関などで一部負担金をお支払いいただき、後日、一部負担金をお返し（償還払
い）しておりましたが、4月1日より医療機関などで一部負担金のいらない（現物給付）へと
変更となります。
　なお、入院時の食事療養費・県外医療機関での受診分につきましては、現行どおり償還払い
となります。
　つきましては、受給者の方に3月下旬に新しい受給者証をお送りしておりますが、手元に届
いていない、内容に不備などある場合はご連絡ください。

○拡充の内容
　我が国における急速な少子化の進行などを踏まえ、若い子育て世帯などの経済的負担の軽減
を図る観点から、3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を、第1子及び第2子につい
て倍増し、出生順位にかかわらず一律月1万円となりました。
　なお、3歳以上の児童の児童手当の額、支給対象年齢及び所得制限限度額については、現行
どおりです。

　〈0歳以上3歳未満の児童の養育者に対する児童手当〉
　　　　　　　　　　　（現行）　　　　　　  （改正）
　　　第1子、第2子　月額5千円　　→　　月額1万円（倍増）
　　　第3子以降　　　月額1万円　　→　　月額1万円（現行どおり）

　〈3歳以上（現行どおり）〉
　　　第1子、第2子　月額5千円　　　　第3子以降　月額1万円

　　◆施行日：平成19年4月1日（拡充後の最初の支給月　平成19年6月）

※今回の改正では、受給者から特段の手続きを行う必要はありません。
　なお、平成19年4月から3歳未満の児童手当などの額は一律月額1万円となりますが、3歳到
　達後の翌月からは、第1子及び第2子の手当額は5千円となります。

◎お問い合わせ先　健康福祉課　乳幼児医療担当

◎お問い合わせ先　健康福祉課　児童手当係

平成19年4月1日から

平成19年4月1日から

児童手当制度が拡充されました児童手当制度が拡充されました児童手当制度が拡充されました



第84号

　左記の預託金は、「社会福祉のために役立て
て下さい」と寄せられたものです。善意によっ
て膨らんだ預託金を元金とした利子を活用し
地域福祉事業等の推進のため、有意義に活用
させていただきます。ありがとうございました。 

神　足　常　男  様…………………金一封

　平成19年度も、県シルバー人材センターに加入しての
ＳＰ事業（一般高齢者及び会員を対象に雇用を前提とした
講習会を開く事を目的とする）の開催を予定しています。
　県人材センターからの協力金により村内会場で、剪定講
習等を開催します。
　内容はその都度ご案内いたします。
　　人材センターでは、仕事の申し込みと19年度会員の
再募集をしております。
　年会費として1,000円頂きますが、これは、傷害保険の
一部に充当させていただいています。
　余った時間や自分の特技を有効に活用し、楽しく・有意義に過ごしましょう。
　手間が足りず困った時には、即、人材センターへお電話下さい。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    シルバー人材センター事務局

シルバー人材センター標準配分表 （Ｈ19年4月1日～）

田植え・稲刈り

消毒（肥料散布）

ゆず・すだち・みかん採り

すだち・みかん・キウイ摘果

柑橘剪定

草刈機使用の除草

特殊機械の使用

機械使用と土木作業

除草・清掃

シイタケなど荷造り

各種屋内作業

植木剪定・消毒・手入れ

大工・左官・修理

塗装

   800～1,100

   800～1,100

   620～   700

   620～   700

   800～1,100

   800～1,100

1,000～1,100

1,000～1,100

   620～   700

   620～   700

   620～   700

1,000～1,500

1,000～1,500

1,000～1,500

農 作 業

屋外作業

屋内作業

技能作業

職　群 職　　種 時給（円）

ゴミ分別

ゴミ処理（軽四一車）

家事援助（病人・保育・留守番）

病人の付き添い

一般事務・宛名書き

賞状　全面１枚

障子（紙など材料費別）1枚

ふすま張り　1枚

軽トラ　　  （燃料含む）

チェンソー   （      〃      ）

動力噴霧器（      〃      ）

草刈機       （      〃      ）

   　　　  620

1,000～2,000

   620～   700

   620～   700

   620～   700

2,000～3,000

　　　　1,200

2,000～3,000

折衝外交

サービス

事務処理

浄　　書

障子張り

各　　種
使 用 料

職　群 職　　種 時給（円）

 1日 1,500円

  〃   1,500円

  〃   1,500円

  〃   1,500円



▲座席ベンチの下にも収納できるスペースがあ
ります。ここには、布製の担架などの道具が入り
ます。

▲酸素ボンベを設置したり、応急手当に必要な道具
などを収納する棚です。手指の手洗いなどもできるよ
うになっています。

▲自動血圧計や担架、ライトなど救急に
必要な器財を収納できる大棚です。

▲運転席・助手席を除くと、搬送される
患者を含んで最高5人まで乗ることが
できます。

　新しい救急搬送車がやって来ました。本格的に稼動するのは、
4月18日からとなります。
　本村では、救急患者を搬送することしかできません。救急救
命士などの同乗が困難なため医療処置ができないからです。
そのため、より多くの方の命を救うためには、村民の皆様の協
力が不可欠です。より多くの村民の方が、救急手当などの講
習会を受講し、実践できるようになることが重要です。
　本村においては、救命救急講習会を希望されるグループの
方々に出張講習会を行っています。ぜひご活用してくださいま
すようお願いします。
（18年中は、100件の出動要請がありました。）

◎出張救命救急講習会　申し込み先：総務企画課　
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夜間・休日救急診療の受診方法

内 科 ・ 小 児 科

外 科 ・ 整 形 外 科

外 科

整 形 外 科

内科・呼吸器科・消化器科・循環器科

内 科・外 科・整 形 外 科

内 科・外 科・整 形 外 科

内科・呼吸器科・外科・消化器科・循環器科

内科・呼吸器科・消化器科・循環器科

整 形 外 科

徳島市昭和町7-37

徳島市沖浜東2-16 ふれあい健康館1階

徳島市津田西町1-2-30

徳島市庄町4-6

徳島市八万町橋本92-1

徳島市中洲町1-31

徳島市寺島本町西2-37-1

石井町石井字石井231-1

徳島市北佐古1-1-8

徳島市二軒屋町1-1-16

622-3576

625-8353

662-5311

632-3328

668-1070

625-3535

623-2462

674-2311

631-7711

652-1119

高 木 病 院

徳 島 市 夜 間 休 日
急 病 診 療 所

寺 沢 病 院

松 永 病 院

協 立 病 院

中 洲 八 木 病 院

橘 整 形 外 科 病 院

麻 野 病 院

川島循環器クリニック

中 村 整 形

（月～土）19：30～23：30
（日・祝）09：00～17：00、18：00～23：30

医療施設名 診　療　内　容 所　　在　　地 電話番号

1． 比較的病状が軽い場合（軽傷・軽症）

2． 病状が重いと判断される場合（中・重症）速やかに搬送して医療処置を受けられるようにするためにも救急搬送車を活用してください。

あらかじめ受診を希望する医療機関に電話をしてから受診するようにしてください。

救急搬送車：679-3999

▲善意銀行預託配分事業より寄付を頂きました。この預託金は、社会福
祉のために役立ててくださいと寄せられたものです。大切な命を救うために、
今後も迅速な救急搬送業務に努めます。大変ありがとうございました。

▲救急搬送車の内装を後ろからみた写真です。より安
全に患者を搬送するために、ストレッチャー（寝台）は旧
搬送車と比較してクッションの良いものになりました。

　
点
滴
ビ
ン
を
つ
る
す
た
め
の
器
具
で
す
。

在
宅
や
施
設
な
ど
で
点
滴
治
療
を
行
っ
て
い

る
方
が
搬
送
さ
れ
る
時
に
使
用
し
ま
す
。

　
新
し
い
救
急
搬
送
車
が
村
に
や
っ
て
来
た
時

の
写
真
で
す
。
救
急
搬
送
車
の
高
さ
が
イ
メ
ー

ジ
で
き
た
で
し
ょ
う
か
？



あなたの情報 まってます（広報係）

3/2
（金）

老人会、手づくりぞうきんプレゼント！

　村老人会（松本和子会長）では、会員
手づくりのぞうきん350枚を、小・中学
校、保育所、給食センター、役場に配布
しました。「ぞうきんでまわりをきれい
に掃除しながら一緒に心も磨いてほし
いですね。」と話されていました。

3/8
（木）

卒業祝いに、
筆立て贈呈。

　村消費者協会から、小学校を卒業す
る児童の皆さんに筆立てが贈られまし
た。牛乳パックをリサイクルして作られ
た筆立ては、よい卒業記念となることで
しょう。

3/29
（木）

繁栄と平和を祈って。

　平成18年度戦没者追悼式を佐小体育館で行いました。
　243の御霊に黙祷を捧げ、悲しい歴史を繰り返さないこ
とを誓いました。

〈小学校体育館〉
 ※健康運動教室　
　 20：00～21：00　
 ※太極拳　
　 19：30～20：30

〈中学校体育館〉
 卓  球
　 19：30～21：30
 ※バドミントン　
　 20：00～22：00

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

6 7 8 10 11 12

17 18 191413 15 16

24 25 262120 22 23

312827 29 30

9

バドミントン

バドミントン卓球 設立総会
（予定）

太極拳

卓球

太極拳

バドミントン

バドミントン健康運動教室

健康運動教室

バドミントン

・※印の種目は活動費が必要です。

・設立総会、わんぱくスポーツは別途案内します。

・参加される方でスポーツクラブ未加入の方は、

　事前に事務局で参加申込・スポーツ保険加入の

　手続きをしてください。

・日程は変更する場合があります。



4 5/
 （木）

　平成19年9月中旬に明治大学の
学生さんが農業実習で佐那河内村
に来村します。期間は1週間、参加
学生は10人程度、内容はすだち収
穫及び農作業全般です。明治大学
生と寝食を共にし、農業のノウハウ
を学生さんに教えて頂ける方を募
集します。
　お問い合わせ、申し込みは産業
建設課まで。

●募集期間
　平成１９年5月３１日（木）

　4月3日、今月100歳にな
られた谷泉カツヱさん（寺
谷）に、徳島県知事、佐那
河内村長より祝い状と記念
品などが贈られました。カ
ツヱさんの長生きの秘訣は、
最近まで畑へ出て草抜きを
したり、散歩をしたりするのが好きだったことです。現
在は週2回のデイサービスに出かけるのが楽しみとのこ
とでした。
　村内で100歳をお元気に迎えられた方は8人いらっし
ゃいます。村内初の100歳は、カツヱさんのお父様の谷
泉正吉さんです。
　親子揃ってご長寿のカツヱさん、これからもお元気で！！

平成19年度　

　今年は10人お友達が増えました。3月から通っているお友達を
入れて全部で11人。どきどき・わくわくの入所式でした。

4歳児  大野　維月（いつき）ちゃん、河野　人輪（とわ）ちゃん
3歳児  岩角　亮哉（りょうや）ちゃん、松本　稔央（ねお）ちゃん
　　　中野　美采（みう）ちゃん、萩本　翼（つばさ）ちゃん、
　　　 井開　廉（れん）ちゃん
2歳児  矢不　君明（きみあき）ちゃん
1歳児  市原　大聖（たいせい）ちゃん（3月入所）
乳 児  島津　大斗（ひろと）ちゃん（8ヶ月）、
          石本　蒼空（そら）ちゃん（6ヶ月）

た
く
さ
ん

友
達
で
き
る
か
な
〜

最年少のそらちゃん

明治大学生
受け入れ農家募集！



マークの見方　　　…時間　　　…場所　　　…対象　　　…持ち物　　　…問い合わせ先時 所 対 持 問

健康相談火

水

木

月 問心配ごと相談・人権擁護相談

健康手帳持

家庭用廃ビニールなど収集日 時
所
8：30～11：00　
追上駐車場

時

所
・

桜集会所　　　10：00～11：00
宮前公民館　　11：15～11：40
嵯峨生改センター13：30～14：30
嵯峨老人憩の家14：40～15：20

時
所
9：00～12：00　　
農振センター 2F（小和室）

わんぱく教室
時
所
10：00～11：30　　
保育所 問

対 未入所の乳幼児（就学前まで）

保険料（年間）1人500円

～村消費者協会からのお知らせです～

☆県南部で役所をかたったサプリの電話勧誘が発生！

☆高齢者が狙われています！

　最近の消費者被害緊急情報を毎週水曜日にメールマガジンで配信中！
とくしま消費者交流ひろば（http://www16.ocn.ne.jp/̃nposhohi/）から登録してください。

消費者協会では、会員を募集しています。詳しくは消費者協会会長 森脇豊子（679-3188、IP5568）まで。

　「保健センターです。サプリメントを送ります。送料に1,000円必要です。」
という内容の電話があったそうです。
　役所が、電話で商品を販売したり、商品を送りつけて代金を請求したりすることはありません。
　電話勧誘販売は次の点に注意しましょう。
　　業者名、電話の目的を確かめ、不審な場合はきっぱりと断りましょう。
　　断っているにもかかわらず商品が届いた場合は受け取りを拒否しましょう。

　高齢者は「だましやすい」「断られにくい」と悪質商法の標的にされています。
　「無料」「格安」「プレゼント」などで呼び寄せ、実は、不当に高額な商品を売りつけるなどの商法が
あります。高齢者の方だけでなく、周りの方にも気を付けて被害を防ぎましょう。

消費者被害
緊急情報

個人情報に関する内容のため削除しています。



健康相談
時

所
・
寺谷生改センター10：00～11：00
保健センター　　13：30～14：00 
根郷集会所　　14：15～14：40

問

時
所
12：50～13：10（受付）
農振センター 2F（大和室）

時
所
8：30～17：00
農振センター

時
所
10：00～10：15（受付）
農振センター 2F（大和室）

日 曜 行　事　名 と　き・ところ 備　　考

月

火

水

木　

日

月

火

水

金

◎4月は軽自動車税の納期です！　
　お忘れなく！

わんぱく教室
（平成19年度開校式）
（子ども劇場の日）

いきいき体操教室

常会長行政連絡会

1歳6ヵ月児・3歳児健診

村議会議員一般選挙告示
村議会議員立候補受付

時
所
7：00～20：00
保健センター 他3ヶ所

村議会議員一般選挙投票日

時
所
21：00～
小学校体育館

村議会議員一般選挙開票日

時
所
8：30～20：00
農振センター

村議会議員一般選挙期日前
投票（21日まで）

乳幼児相談

心配ごと相談・行政相談・
特別相談

動きやすい服装で

健康手帳持

持
個別通知者　他
母子手帳、問診票

対

持
就学前までの乳幼児
母子手帳

対

時
所
8：30～11：00　
追上駐車場家庭用廃ビニールなど収集日

時
所
8：30～11：00　
追上駐車場、
高樋保健センター

粗大廃棄物、廃家電、廃ビニール、
古紙など収集日

時
所
9：00～12：00　　
農振センター 2F（小和室）

時
所
13：30～15：30　　
宮前公民館

総務企画課
時
所
20：00～22：00　　
役場3Fホール

時
所
10：00～11：30　　
保育所 問

対 未入所の乳幼児（就学前まで）

保険料（年間）1人500円

わんぱく教室（保健師相談日）
時
所
10：00～11：30　　
保育所 問

対 未入所の乳幼児（就学前まで）

保険料（年間）1人500円



　　

ツ
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れ
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あ
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ま
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と
し
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し
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樹
木
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あ
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が
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、
短
期
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に
こ
の
よ
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げ
た
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あ
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。

　

森
の
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採
や
、
林
道
な
ど
で
空
間
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ヌ
ル
デ
や
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カ
メ
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ワ
な
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と
と

も
に
い
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早
く
入
り
込
み
、
群
落
を
作
る
、

い
わ
ゆ
る
パ
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オ
ニ
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種
で
す
。
し
か
し
、

森
が
混
ん
で
く
る
と
ま
た
他
の
空
き
地
に
移

る
。
こ
の
点
に
注
意
し
て
観
察
し
て
み
る
の

も
お
も
し
ろ
い
で
し
ょ
う
。　
　
　
（
東
）

　

３
月
も
早
い
う
ち
か
ら
一
ノ
瀬
、
大
久
保

峠
周
辺
に
、
淡
黄
色
の
花
を
い
っ
ぱ
い
付
け

た
木
が
あ
り
、
ま
だ
冬
支
度
の
林
縁
に
花
を

添
え
、
遠
目
に
も
春
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま

し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
木
は
ク
ス
ノ
キ
科
の
ア

オ
モ
ジ
と
い
う
落
葉
小
高
木
で
す
。
雌
雄
異

株
で
、
雄
花
の
方
が
大
き
く
見
栄
え
が
す
る

の
で
、
切
り
枝
に
は
雄
株
が
よ
く
選
ば
れ
ま

す
。
果
実
は
５
㎜
く
ら
い
の
球
形
で
、
黒
紫

色
に
熟
し
、
鳥
に
よ
っ
て
散
布
さ
れ
ま
す
。

　

も
と
も
と
は
九
州
地
方
の
西
半
分
に
分
布

し
て
い
て
、
ヒ
ガ
ン
ギ
、
シ
ョ
ウ
ガ
ノ
キ
、

お申し込み・お問い合わせ先
ネイチャーセンター（ 679 － 2238）

● 4月22日（日）　　10時～15時　　

　「春の妖精」カタクリを見に行こう

● 4月25日（水）　　 10時～14時
　「幸せの青い鳥・オオルリを見に行こう」

● 4月28日（土）　　 10時～15時
　佐那河内村のサルを追跡してみよう

● 4月29日（日）　　 10時～14時
　春を味わおう

● 4月30日（月・休）　10時～14時
　「幸せの青い鳥・オオルリを見に行こう」

● 5月4日（金）～5日（土）　15時～9時
　里山体験をしてみよう（1泊2日）

● 5月6日（日）　　　10時～14時
　春の植物観察会

● 5月13日（日）　　　10時～15時
　身近な昆虫を知ろう

西
か
ら
の
移
住
者　

  ̶
 

ア
オ
モ
ジ ̶

ネネちゃんのカワイイ笑顔が大好きです。

　　　　　　　　　　　　　（パパ・ママより）

平成17年10月14日生  　寧
ね　ね

々ちゃん（1歳 6ヵ月）
パパ岡本　和幸さん・ママ亜紀さん（幸田）

ア
オ
モ
ジ
の
雄
花

おいかわせんいち

緑のふるさと協力隊来村！緑のふるさと協力隊来村！緑のふるさと協力隊来村！

◎今回は「広報四方山話」はお休みです

　４月１０日、緑のふるさと協力
隊の及川仙一さん（仙台市
出身）が本村にやってきました。
来年３月までの約１年間、農
業のお手伝いや地域の行事
に参加し、山村の生活を体験
します。嵯峨の丸田集会所前
の直さんのお宅を借りて生活
しますが、活動範囲は村内全域です。遠く離れた東北地
方の方と接することで、新しい文化、発想に触れる良い機
会になると思います。ぜひ、積極的に声をかけてください。

　及川さんに農業などを手伝ってもらい
たい方を募集しています。お問い合わせ、
申し込みは産業建設課まで。

おいかわせんいち

　　

ネ
イ
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り
No．131

お知らせ

大川原高原における風車建設工事のため、平成19年度の平日・祝日は村中央
運動公園管理棟を仮事務所として業務を行います。ネイチャーセンター同様
お気軽にご利用ください。（ネイチャーセンターは日曜日のみ開館します。）


